
川崎市恵楽園運営費補助金交付要綱 

川健高事第１５２４号 

令和５年１月２０日市長決裁 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市の指定管理施設である養護老人ホーム川崎市恵楽園（以下、「恵

楽園」という。）の安定的な運営を図るため、当該施設の人件費に係る費用について、恵

楽園の指定管理者（以下、「指定管理者」という。）に対し予算の範囲内で補助金を交付す

ることを目的とする。 

（補助金の対象、金額等） 

第２条 補助金の対象とする経費及び金額の算出は、別表に掲げるものとする。 

（補助金交付の申請） 

第３条 指定管理者は、補助金の交付を受けようとするときは、川崎市恵楽園運営費補助金

交付申請書（第１号様式）及び次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

（１）川崎市恵楽園運営費補助金申請額算出内訳書（第１－２号様式） 

（２）補助対象となる会計期間における養護老人ホームに係る事業報告書 

（３）補助対象となる会計期間における養護老人ホームに係る収支報告書 

（４）賃金台帳等の補助対象となる会計期間における養護老人ホームに勤務する支援員に

支払われた人件費を確認できる書類 

（補助金交付の決定等） 

第４条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに

補助金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付及び交付額を決定したときは、川崎市恵楽園運

営費補助金交付決定通知書（第２号様式）により、指定管理者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金の不交付を決定したときは、川崎市恵楽園運営費補

助金不交付決定通知書（第３号様式）により、理由を付して指定管理者に通知するものと

する。 

（補助金交付の請求） 

第５条 指定管理者は、前条第２項による交付決定通知書の受理後に、本市指定の請求書を

用いて速やかに補助金交付の請求をしなければならない。 



（補助金の交付） 

第６条 市長は、前条に規定する請求がされたときは、内容を審査し、適当と認めるときは、

補助金を交付するものとする。 

２ 前項に規定する請求が定められた期日までにされなかったときは、市長は、指定管理者

が補助金の請求を辞退したものとみなすことができる。 

（決定の取消等） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消すこと

ができる。 

（１）偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。 

（２）前号に掲げるもののほか、相当の理由があると認めたとき。 

２ 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合、すでに補助金が交付され

ているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉局長が

定めるものとする。 

附 則 

この要綱は、令和５年１月２０日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 



別表 

対

象

期

間

令和４年度～令和７年度 

対

象

経

費

川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例第 13条１項（４）アに規

定する支援員に係る人件費 

算

定

方

法

下記①、②のうちいずれか低い金額 

①要介護３以上の入所者数を３で除して算定する支援員補助数に下記で算定する支

援員単価を乗じて算定する支援員補助額 

②当該会計期間の恵楽園における収支差額 

※支援員補助数の算定に当たっては、川崎市特別養護老人ホームの設備及び運営の

基準に関する条例 12 条（４）アの介護職員の配置基準に準ずるものとする。 

※要介護３以上の入所者数は、前年度の平均値とする。 

※要介護３以上の入所者数を３で除して算定する支援員補助数の小数点以下の端数

は切り上げるものとする。 

※但し、川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例 13 条配置基準に

基づく職員数に提案人件費を乗じて算定した人件費に①の支援員補助額を合算した

額が当該会計期間における人件費額を超過した場合は、超過分を補助金額から減額

する。 

支

援

員

単

価

の

算

定

下記①と②のいずれか低い額 

①支援員に係る提案人件費（対象期間の指定管理期間の公募時に指定管理者から提

案のあった支援員に係る人件費※） 

②当該年度の支援員に係る人件費の平均額（※小数点以下の端数は切り上げるもの

とする。） 

※支援員に係る提案人件費 

令和４年度 ４，５５０，５４１円 

令和５年度 ４，４７９，６３１円 

令和６年度 ４，１９９，０１５円 

令和７年度 ４，５７２，２０８円 



（第１号様式） 

年   月   日 

川崎市恵楽園運営費補助金交付申請書 

（あて先）川崎市長 あて 

 所 在 地             

 法 人 名             

代表者氏名             

川崎市恵楽園運営費補助金交付要綱第３条の規定に基づき、次のとおり関係書類を添え

て申請します。 

１ 交付申請額      金              円 

２ 提出書類 

（１）補助金申請額算出内訳書（第１－２号様式①から③） 

（２）養護老人ホームに係る事業報告書 

（３）養護老人ホームに係る収支報告書 

（４）賃金台帳等の補助対象となる会計期間における養護老人ホームに勤務する支援員に

支払われた人件費を確認できる書類 

（５）その他参考となる資料 



（第１－２号様式①） 

年   月   日 

（あて先）川崎市長 あて 

 所 在 地             

 法 人 名             

代表者氏名             

川崎市恵楽園運営費補助金申請額算出内訳書 

１ 支援員補助額             

（第１－２号様式②）                         円（Ａ） 

２    年度会計期間内の 

恵楽園における収支差額                       円（Ｂ） 

３ 補助金申請額                            円（Ｃ） 

                        （Ａ、Ｂのうち低い金額） 

４ 条例配置に基づく職員配置による 

人件費に支援員補助額を合算した額 

（第１－２号様式③）                        円（Ｄ） 

５    年度会計期間内の 

恵楽園における人件費総額                      円（Ｅ） 

６ Ｄ＞Ｅの場合の差額                         円（Ｆ） 

７ Ｄ＞Ｅの場合の補助金申請額（Ｃ－Ｆ）                円（Ｇ）

◆補助金申請額はＤ＜Ｅの場合はＣ、Ｄ＞Ｅの場合はＧとなります。 



（第１－２号様式②） 

（Ａ）支援員補助額の算定                  円（ａ×ｂ） 

１ 補助対象支援員数    人（ａ）（①÷３）※小数点以下の端数切上 

 要介護３ 要介護４ 要介護５ 入所者総数 

４月     

５月     

６月     

７月     

８月     

９月     

１０月     

１１月     

１２月     

１月     

２月     

３月     

合計     

要介護３以上の利用者合計

年間平均①

２ 支援員単価（ｂ） 

 下記（１）、（２）のいずれか低い額 

  （１）支援員に係る提案人件費額（     年度）             円 

  （２）支援員の人件費平均額（     年度実績）             円 

     ※小数点以下の端数切上 



（第１－２号様式③） 

（Ｄ）条例配置に基づく職員配置による人件費に支援員補助額を合算した額 

                  （ア＋Ａ）           円 

「川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例１３条」に基づく配置による

人件費の算定 

前年度（     年度）の平均入所者数      人※小数点以下の端数切上 

職種 職員数① 提案人件費単価② 人件費（①×②） 

施設長    

事務員    

栄養士    

看護師    

生活相談員    

主任生活相談員    

支援員    

主任支援員    

その他の職種    

合計（ア）

上記金額（Ｄ）が当該会計期間における人件費総額（Ｅ）を超過した場合は、超過分

を補助金額から減額するものとする。 

提案人件費単価は、当該年度の各職種の人件費を提案人数で除し、小数点以下の端数

は切り上げて算定したものとする。

◆「川崎市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例１３条」に基づく配置基準 

職種 配置基準 

施設長 １人 

看護師 入所者の数が 100 人又はその端数を増すごとに１人以上 

生活相談員 入所者の数が 30 人又はその端数を増すごとに１人以上 

主任生活相談員 生活相談員のうち入所者の数が 100 人又はその端数を増すごとに１

人以上 

支援員 入所者の数が 15 人又はその端数を増すごとに１人以上 

主任支援員 支援員のうち１人 

栄養士 １人以上 

その他の職員 実情に応じた適当な員数 



（第２号様式） 

川崎市指令   号 

  年  月  日 

川崎市恵楽園運営費補助金交付決定通知書 

所 在 地  

法 人 名  

代表者氏名                様 

川崎市長           印 

年 月 日付で申請のあった川崎市恵楽園運営費補助金については、川崎市恵楽園運

営費補助金交付要綱第４条第２項の規定に基づき、次のとおり交付決定したので通知しま

す。 

補助金額 金             円 

補助金額の 

算定の根拠 

□支援員補助額          円 

□収支差額            円 

請求期限 令和  年  月  日 

上記補助金額について、本市指定の請求書を作成の上、請求期限（必着）までに、下記の

提出先まで提出してください。期限までに請求がなかった場合、請求を辞退したものとみな

しますので御注意ください。 

（提出先） 

〒２１０－８５７７ 

川崎市川崎区宮本町１番地 

川崎市健康福祉局高齢者事業推進課 



（第３号様式） 

川崎市指令   号 

  年  月  日 

川崎市恵楽園運営費補助金不交付決定通知書 

所 在 地  

法 人 名  

代表者氏名                様 

年 月 日付で申請のあった川崎市恵楽園運営費補助金については、川崎市恵楽園運

営費補助金要綱第４条第３項の規定に基づき、次の理由により補助金を交付しないことを

決定しましたので通知します。 

川崎市長           印 

理 由 


